
【モデルケース】

所得税控除
７,７６０円

【優遇措置を受けるための手続き】

　　　　　　　　　所得税と個人住民税あわせて

★税金の控除を受けるためには、寄附をしてくださった年（１月～12月）の翌年の3月15日ま
　でに居住地の所轄の税務署で「確定申告」をしていただくことになります。

★確定申告の際には、村または金融機関が発行する受領日付の入った受領証が必要です。

　　　　　　　　　３８，０００円が控除されます
自己負担

寄附金額のうち、適用下限額２，０００円を越える部分

適用下限額
２,０００円

税制上の優遇措置について

★寄附をいただいた金額から２千円（適用下限額）を差し引いた額に相当する額が、「個人住
　民税」と「所得税」から控除されます。
★なお、年収、寄附金の額などによって、２千円を差し引いた額に相当する全ての額が控除さ
　れない場合があります。

家族構成：４人家族（本人、扶養家族３人（配偶者、子供２人））
所　　得：７，０００，０００円（給与収入）
個人住民税（所得割額）：２９３，５００円

個人住民税控除
３０,２４０円

地方公共団体への寄附金：４０，０００円


